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内部統制システム構築の基本方針 

（業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議） 

 

 当社の内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりであります。 

 

（１）当社およびグループ企業（以下「ダイセルグループ」という）の取締役・使用

人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重

し、公正で適切な経営を目指し、基本理念およびサステナブル経営方針に則り、

当社グループで働くすべての役員、従業員の基本的な行動原則を再確認し、あ

らゆる行動において常に意識し実践していく行動指針として、「ダイセルグルー

プ行動指針」を定めるとともに、多様化するグローバル社会で存続するための

必要条件として、すべての企業活動領域で普遍的に適用する規範を、「ダイセル

グループ倫理規範」に定め、その運用状況について確認する。 

②当社は、企業倫理室を推進組織として、ダイセルグループにおけるコンプライ

アンスの実践等を行う。 

③企業倫理室は、企業倫理マネジメント規程に基づき、ダイセルグループの取締

役および使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年、

各部門および各グループ企業の活動計画の作成、結果のフォローを行い、取締

役会に報告する。 

④企業倫理室は、定期的にグループ企業に対してヒアリングを実施し、グループ

企業のコンプライアンスに関する状況の把握に努める。 

⑤ダイセルグループの取締役および使用人は、重大な法令違反等、コンプライア

ンスに関する重大な事実を発見した場合は、内部通報制度を定めた企業倫理マ

ネジメントに係る規程に基づき、直ちに企業倫理室に報告を行い、その報告に

基づき、企業倫理室担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講

ずる。 
⑥当社は、企業倫理マネジメントに係る規程において定めた、社内外に窓口を置

く内部通報制度により、ダイセルグループにおける法令違反等を早期に発見す

る体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。 

⑦当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し、必要な

体制を整備し、運用する。 

⑧ダイセルグループは、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み、一切の関係

を持たないことを「ダイセルグループ倫理規範」に定め、周知徹底するととも

に、関連する情報の収集や蓄積を行い、反社会的勢力排除のための仕組みを整

備し、運用する。 
 



 

2 
 

（２）取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制 

①当社は、取締役の職務にかかわる下記の重要文書（電磁的記録を含む）を適切

に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。 

１）株主総会議事録 
２）取締役会議事録 
３）計算書類 
４）その他職務の執行にかかわる重要な書類 

②当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて情報を適切に管理す

る。 

③当社は、文書管理に関する諸規程に基づき、（２）－①記載の文書、その他各種

会議体等の議事録、各部門における重要な書類を適切に管理し保存する。 

 

（３）ダイセルグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、リスク管理委員会の運用を通じてダイセルグループの企業活動に潜在

するリスクに適切に対応できる体制の維持および向上を図る。 

②当社は、ダイセルグループにおけるリスク管理に関する諸規程を整備し、運用

する。 

③リスク管理委員会は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、ダイセルグ

ループのリスク管理の実態についての調査および評価を実施し、経営会議等に

おいて報告するとともに、必要に応じて対策を協議する。また、その内容につ

いて取締役会に報告する。 

④当社は、ダイセルグループにおける災害、事故等への対応を諸規程に定める等、

危機発生時の報告体制や迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持およ

び向上を図る。 

⑤ダイセルグループは、事業継続計画を策定し、災害発生後の事業継続を迅速に

進めるように努める。 

 
（４）ダイセルグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制 

①当社は、執行役員制により、経営の意思決定および監督機能と会社の業務執行

機能の分離を明確にし、経営環境に応じた迅速な業務執行によりさらなる活性

化を図る。取締役会は、経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、

取締役および執行役員の職務執行および業務執行を監督する。 

②当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、複数の社外取締役を置

く。このうち独立性の高い取締役については、いわゆる独立役員として明示す

る。 

③取締役会は、取締役候補者の選任、代表取締役、会長および社長の選定ならび
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に業務執行を行う執行役員の選任および職務分掌等を決定するにあたり、社外

取締役を委員長とする役員人事・報酬委員会の答申を受ける。 

④取締役会は、業務執行を委嘱する執行役員の業務分掌の範囲を定め、取締役は、

重要な各部門の業務分掌を定める業務分掌規程に基づき、効率的な業務の執行

を監督する。 

⑤当社は、ダイセルグループにおける機関等の権限および意思決定手続きの明確

化を推進し、職務執行の効率化を図る。 

⑥当社は、ダイセルグループの基本理念に基づきグループとして長期的に目指す

姿を定め、これを実現するために課題および目標を設定した中期計画を策定の

うえ、年度ごとの予算管理を通じて、経営の効率化を図るとともに、その着実

な達成に努める。 

⑦当社は、組織および職務分掌について適宜その妥当性を確認し、また、全社ま

たはグループ横断的な課題に対してはプロジェクト編成等を行い、業務の執行

が効率的に行われるように努める。 

⑧当社は、代表取締役を含む業務執行を行う取締役および執行役員等ならびに主

要なグループ企業の代表取締役が出席するグループ内の会議を定期的に開催し、

経営上の課題や重要な情報を共有する。 

 
（５）ダイセルグループにおける業務の適正を確保するための体制 

①当社は、グループ全体の実態を把握し、内部統制に関する諸施策を審議する機

関として内部統制審議会を置き、グループ全体の内部統制の有効性の確保に努

める。 

②当社は、グループ経営強化を図るため、グループ企業の重要な意思決定や経営

状況の報告に関する手続きおよびグループ企業を管掌する部門を定めたグルー

プ企業経営に関する諸規程を適切に運用する。また、当該諸規程による連絡ま

たは報告等に基づき、ダイセルグループの状況やリスクの把握に努める。 

③ダイセルグループは、グループ共通の倫理行動基準として定めた「ダイセルグ

ループ倫理規範」により、グループ内の倫理意識の醸成に努める。 

④ダイセルグループは、システム基盤の共通化を通じ、情報管理を徹底するとと

もに、内部統制の有効性の確保を図る。 

 

⑤監査室は、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室ならびに監査役

および会計監査人と連携し、監査を通じて、ダイセルグループの業務の適正の

確保に努める。 

 
（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査
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役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

①当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を置き、監査役が監査

役室員の増強を要請した場合、直ちに人選を行う。 

②当社は、監査役室員の任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決

定について、監査役の事前の承認を受ける。 

③当社は、監査役室員をして監査役の指揮命令に服させるものとする。 

 
（７）ダイセルグループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制および

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①代表取締役および業務執行を行う取締役は、取締役会等の重要会議において随

時業務執行の状況報告を監査役に報告する。 

②代表取締役は、監査役と協議の上、監査役への報告事項を定める等、監査役へ

の報告の体制の整備を図り、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼ

す恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。 

③代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査室との

連携をとりながら、各部門、グループ各社の監査が実効的に実施できる体制の

整備に努める。 

④監査室、アセスメント本部安全品質監査室および企業倫理室は、業務遂行の過

程で取得したダイセルグループの状況について、監査役との定期的な会合等を

通じて意見の交換や報告を実施する。 

⑤当社は、グループ企業経営に関する諸規程に基づくグループ企業からの報告に

ついて、監査役が確認できる体制を整備する。 

⑥当社は、監査役が職務遂行のために要する費用について監査役の確認のうえ予

算を策定し、また、当該費用に関する監査役からの請求に基づき、内容を確認

のうえ償還する体制を構築する。 

⑦企業倫理室は、社内外に窓口を置く内部通報制度による内部通報の状況につい

て、定期的に監査役に報告する。 

⑧当社は、内部通報制度を定めた企業倫理マネジメントに係る規程に基づき、監

査役への報告に関し、その報告をしたことを理由として当該報告者に不利益が

生じないことを確保する。 

以上 
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